
サブリース方式部門における指定物件の概要及び貸付条件 

 

■ 物件の概要について 

土地の表示 

（所 在）宮津市字万町 602番地 

（地 目）宅 地 

（地 籍）117.53㎡ 

建物の表示 

（同所所在） 

■ 専用住宅部分（昭和 60年建築） 

（構 造）木造瓦葺・２階建 

（床面積）１階：61.75㎡、２階：72.23㎡ 

■ 簡易附属家（車庫）（昭和 60年建築） 

（構 造）軽量鉄骨造金属板葺・平家建 

（床面積）24.00㎡ 

所 有 者 宮津市 

 

■ 所在地 

 

対象物件 

別紙１ 



■ 外観写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



■ 貸し付け条件について 

(1) 貸付方法 

  定期建物賃貸借契約 

 

(2) 契約期間 

  契約締結日から令和 16年３月 31日まで 

  ※ 契約締結日については、今回の空き家活用モデル事業に係る改修工事開始まで

に締結していただきます。 

 

(3) 賃貸借料 

  土地建物の貸付料は、「財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例」に基づき「宮

津市行政財産使用料条例」を準用して算定された賃貸借料とし、令和 5 年度の賃貸

借料については、下記のとおりです。 

    

   令和 5年度賃貸借料  269,080円（年額） 

   ※ 1 年未満の端数が発生した場合は、契約締結日の属する月の初日を起算日と

して、当該年度の残り月数分の賃貸借料（1円未満切り捨て）を納入していた

だきます。 

 

(4) 対象建物の整備 

  当該事業の実施については、採択事業者において整備費用等を負担のうえ、整備・

改修・修繕等を実施していただきます。 

  対象建物の整備は、建築物の構造に影響を及ぼさない範囲で自由に改修を行うこと

を可能とします。ただし、構造躯体については改造不可です。 

  なお、対象建物の整備に際して、以下の点に留意してください 

  (ア) 各種法令を遵守するとともに、事業者の責任において、必要な届出、許認可

等を行ってください。 

  (イ) 工事の際に近隣居住者の迷惑とならないよう、騒音等に十分配慮するととも

に、必要に応じて、自治会等との協議や住民周知などの配慮を行ってください。 

 

(5) その他留意事項 

 (ア) 事業期間終了後は、家財等を処分の上、宮津市に明け渡すものとします。 

    なお、原則、原状回復は不要とします。 

    ただし、故意、過失等、採択事業者及び入居者の責めに帰すべき事由により汚

損、破損したものは、採択事業者の負担で修繕を行ってください（自然的な摩耗

や通常損耗、経年劣化によるものは除く。） 

 (イ) 採択事業者は、入居者と建物の賃貸借契約を締結する場合には、「定期建物賃貸

借契約」としてください。 

 (ウ) 採択事業者は、対象建物の使用する権利を他の者に譲渡し、交換し、貸付け、

または担保等に供してはなりません。 



 (エ) 対象建物については、本事業の目的の範囲外の用に供してはなりません。 

 (オ) 採択事業者は、対象建物の利用者が迷惑・トラブルとなるような行為をしない

ように十分に配慮してください。 

    万が一、問題等が発生した場合は、採択事業者が責任をもって対処してくださ

い。 

 (カ) 対象建物の利用者からの問い合わせは、採択事業者において対応してください。 

    設備等のトラブルについては、採択事業者において調査を行い、対応してくだ

さい。 

 

 

 

 


